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令和５年度 

甲賀市地域公共交通活性化協議会第４回総会 議事録 

 

 

１．日時：令和６年１月２２日（月） １３：５０ ～ １５：００ 

 

 

２．場所：甲賀市役所 別館１０１会議室 

 

 

３．出席者：委員数３１名 … 出席者２５名 欠席者６名 

 

 

４． 総  会 

 

① 報告事項 

    報告第１号 令和５年度事業進捗状況について 
報告第２号 甲賀市地域公共交通計画の策定について 

報告第３号 コミュニティバス等の再編について 
全員承認 

② 協議事項 

第１号議案 信楽高原鐵道鉄道事業再構築実施計画の認定申請について 

全員承認 

 
 

５．その他 

 

 

６．閉  会 
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議事の会議 概要 

【開  会】事務局 

１．あいさつ （会長） 

２．委員紹介 （座席表により省略） 

３．議  事 

事務局：本日は、委員３１名中２５名のご出席をいただいております。 

当協議会設置要綱第７条第２項に、会議の成立要件として「委員の半数以上の

出席」となっており、これを満たしていることをご報告いたします。 

それでは、議事に入らせていただきます。 

当協議会設置要綱第７条第１項の規定では、会長が議長を行うこととなってい

ますことから正木会長により議事進行を行っていただきます。それでは、議長

よろしくお願いします。 

４．総  会 

（１） 報告事項 

 

報告第１号 令和５年度事業進捗状況について 

 

議 長：報告第１号について説明を事務局よりお願いします。 

＜事務局から説明＞ 

議 長：ただいま説明のありました報告事項について、ご意見、ご質問等あればお伺 

いします。 

     （意見なし） 

 

報告第２号 甲賀市地域公共交通計画の策定について 

 

議 長：報告第２号について説明を事務局よりお願いします。 

＜事務局から説明＞ 

議 長：ただいま説明のありました報告事項について、ご意見、ご質問等あればお伺 

いします。 

     （意見なし） 

 

報告第３号 コミュニティバス等の再編について 

 

議 長：報告第３号について説明を事務局よりお願いします。 

＜事務局から説明＞ 

議 長：ただいま説明のありました報告事項について、ご意見、ご質問等あればお伺 

いします。 

     （意見なし） 
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（２）協議事項 

 

第１号議案 信楽高原鐵道鉄道事業再構築実施計画の認定申請について 

 

議 長：第１号議案について説明を事務局よりお願いします。 

＜事務局から説明＞ 

議 長：第１号議案について、ご意見、ご質問等あればお伺いします。 

委 員：日頃より信楽高原鐵道へのご協力・ご理解に感謝する。平成２５年度よりの上

下分離の効果もあり、コロナ禍までは黒字運営であったところ、コロナ禍後は

利用者数減少等により厳しい状況が続いている。地域の重要な移動手段の確保

のためには、本計画の認定を受け、国の支援を得ることが、結果として甲賀市

の財政負担軽減にもつながる。今後一層の経営改善に取り組んでまいるので、

本計画への賛同をよろしくお願いする。 

委 員：近江鉄道では、令和６年４月の上下分離に向けた準備を進めている。沿線市町

の協力により進めていただいており、感謝する。信楽高原鐵道では、今回、再

認定とのことであるが、近江鉄道線は第１回目の認定であり、信楽高原鐵道を

参考にしつつ、地域の輸送手段を確保していきたい。 

委 員：認定を受ける工程はどのように考えているか。 

 事務局：今後のスケジュールは、本日の意見により、必要に応じた修正のうえ、国へ提

出する。問題がなければ、３月上旬の認定となると国から聞いている。なお、

計画に平行して、補助金申請を進めている。補助金は、信楽線のほかにも多数

の事業者が申請すると聞いている。どの程度の補助金内示を受けられるかは、

現時点ではわかっていない。 

議 長：私は、信楽高原鐵道の上下分離時から社長をしている。社長になった途端、台

風被害をうけ１年間の運休となった。当時は、災害復旧への補助制度がなく、

上下分離初年度から災害復旧費用１０～２０億円を全て市が負担することに

ついて不安を抱えた。当時、国から迅速に災害復旧事業債の仕組みを整えてい

ただいたことから、信楽高原鐵道が全国第１号の事例となった。鉄道事業再構

築実施計画は、元々期間を１０年間と定められていたが、今回からこの期間を

超えて認めていただけるのであれば、他鉄道事業者でも安心して鉄道運営をい

ただけるのではないかと考える。 

議 長：他に意見もないようですので、第１号議案について、承認いただける方は挙手

をお願いします。 

（全員挙手） 

議 長：第１号議案は、承認されました。 

 

５．その他 

議 長：全ての議題について終了しましたが、その他意見等あればお伺いします。 

委 員：冒頭の議長挨拶で、全国的な課題となっているバス・タクシーの担い手不足の
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発言があった。現状では、当社で平日１０仕業を運行している。運転士は１５

名（正社員１０名）となっている。この状況を打破するため、サラリーマン２

名強の採用、その他退職消防士への営業等を進め、この１０数年間なんとか運

行してきた。一方で、貸切事業は、この３月で廃業する予定である。貸切事業

では、従来４名の運転士の在籍があったところ、現在は１名まで減少している。

この１名は、路線バスに従事いただいている。また、家庭の事情により、１月

及び３月にも運転士の退職がそれぞれ予定されている。会社として、引き続き、

補助金等を活用して市内のバス運行に協力したいが、現状では、今後３年を目

途に事業を縮小していく傾向にならざるを得ない。 

事務局：貴重なご意見に感謝する。現状や今後の見通し等について、他の交通事業者か

ら発言いただけないか。 

委 員：弊社としても運転士不足が大きな問題である。現在、利便性確保に向けてバス

ダイヤの調整を進めているが、運転士不足や今後の労働基準の改正により、現

行ダイヤの維持が難しい状況にある。そのため、利用状況を考慮しつつ減便が

必要な状況になっている。 

委 員：弊社でも運転士不足が深刻化している。４月からは２０２４年問題があり、そ

の取り組みを進めている。甲賀市でもバスを運行しているが、大津・草津・栗

東市で運行しているなか、運転士不足が深刻である。予備運転士の確保数が逼

迫しており、１人が休むとダイヤ維持が厳しくなる。運転士の平均年齢は５０

歳代後半で、高齢の運転士も多い。７０歳代の運転士もいる。新規雇用が重要

であるが、採用する運転士は、新卒ではなく３０～４０歳代が多く、すなわち

同業他社からの移籍による人材の奪い合いになっている。当社では、路線バス、

貸切バスの運転士がいるが、路線バスの運転士不足を補うため、貸切運転士が

路線を運行している現状がある。現状では、新規採用の望みが薄いことから、

利用者があっても便数を減らすなど全体的な縮小傾向にならざるを得ない。 

事務局：現場の事情をご報告いただいた。各事業者の深刻さを身に染みて感じる。この

のちの自動車部会では、ご指摘の課題について議論を深めつつ、今後の方向性

を示していきたい。 

 

６．閉 会 

 挨拶（副会長） 

 


